
平成25年度一般会計決算

民生費
258億796万円
33.4%

衛生費
110億2,137万円
14.3%

総務費
103億2,466万円
13.3%

教育費
56億1,333万円
7.3%
土木費

61億9,379万円
8.0%

公債費
90億4,333万円
11.7%

農林水産費
37億6,864万円
4.9%

商工費
25億8,652万円
3.3%

消防費
25億91万円
3.2%

その他
4億9,341万円
0.6%

歳出
決算総額

773億5,392万円

地方交付税
208億1,019万円
26.4%

国・県支出金
199億3,507万円
25.2%

市税
181億9,501万円
23.0%

市債
86億4,553万円
11.0%

その他
78億7,153万円
10.0%

諸収入
25億3,416万円
3.2%

繰入金
9億5,261万円
1.2%

歳入
決算総額

789億4,410万円

都城市の
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市では、皆さんの納めた税金などがどのように使われているのかをお知らせする
ため、財政状況を年2回公表しています。今回は、平成25年度の決算状況と
平成26年度の予算（ 9月補正時点）をお知らせします。

◎問い合わせ　　一般会計・特別会計について　財政課　☎23-2113
水道事業について　　　水道局業務課　☎23-4510

平成25年度決算状況 平成25年度末市債の状況
会　計　名 歳　入 歳　出 起債残高 交付税措置額 実質負担額
一 般 会 計 789億4,410万円 773億5,392万円 755億8,166万円 563億3,518万円 192億4,648万円 

特別会計

食肉センター 1億1,681万円 1億1,681万円 6億7,260万円 6億7,260万円 
下水道事業 28億3,976万円 28億3,793万円 218億9,685万円 105億6,132万円 113億3,553万円 
国民健康保険 214億 836万円 214億 33万円 
後期高齢者医療 18億4,580万円 18億4,164万円 
公設地方卸売市場事業 5,152万円 5,152万円 1億 53万円 1億 53万円 
農業集落下水道事業 5億4,461万円 5億4,461万円 42億5,399万円 24億5,401万円 17億9,998万円 
整備墓地 3,188万円 3,188万円 2億3,275万円 2億3,275万円 
工業用地造成事業 1億6,851万円 1億6,848万円 6億5,420万円 6億5,420万円 
介護保険 154億5,842万円 154億5,307万円 
御池簡易水道事業 1億6,905万円 1億6,885万円 1億8,427万円 6,309万円 1億2,118万円 
簡易水道事業 3億 986万円 3億 986万円 7億8,167万円 2億2,224万円 5億5,943万円 
電気事業 2,629万円 2,447万円 
山之口総合交流活性化センター 2,952万円 2,952万円 1,500万円 1,500万円 
高城健康増進センター等管理事業 1億5,142万円 1億5,142万円 5,489万円 5,489万円 

合　計 431億5,181万円 431億3,039万円 288億4,675万円 133億7,055万円 154億7,620万円 

企業会計
水道事業（収益的） 23億 244万円 21億2,799万円 

91億8,101万円 91億8,101万円 
水道事業（資本的） 3億2,677万円 11億 539万円 

※交付税措置額とは、市債残高のうちその償還について、国が地方交付税に算入するとした額です。また、水道事業の資
　本的収支の不足額は、留保資金などで補てんしました

財政状況

形式収支で15億9,018万円の黒字、平成26年度へ繰り越すべき財源を差し引いた
実質収支では12億4,935万円の黒字決算となりました。



都城市の家計簿

地方交付税
191億5,638万円
24.5%

歳入
予算総額
781億345万円

市税
176億157万円
22.5%

国・県支出金
171億6,476万円
22.0%

市債
111億9,902万円
14.3%

繰入金
34億1,243万円
4.4%

諸収入
24億5,068万円
3.2%

その他
71億1,861万円
9.1%

民生費
278億1,874万円
35.6%歳出

予算総額
781億345万円

衛生費
106億2,190万円
13.6%

公債費
87億9,943万円
11.3%

教育費
53億6,074万円
6.9%
土木費

68億5,092万円
8.8%

総務費
77億5,363万円
9.9%

農林水産費
36億4,122万円
4.7%

商工費
38億2,429万円
4.9%

消防費
26億799万円
3.3%

その他
8億2,459万円
1.0%
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【
歳
入
】

■
地
方
交
付
税
／
国
税
の
う
ち
所
得
税
や
法
人
税
、
酒
税
、

消
費
税
、
た
ば
こ
税
の
一
定
割
合
を
国
が
地
方
へ
再
配
分

す
る
税

■
市
税
／
個
人
・
法
人
市
民
税
や
固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車

税
な
ど

■
国
・
県
支
出
金
／
特
定
の
目
的
の
事
業
に
充
て
る
た
め
の

国
や
県
か
ら
の
補
助
金
な
ど

■
市
債
／
建
設
事
業
や
災
害
復
旧
事
業
な
ど
の
財
源
と
な

る
借
入
金

■
繰
入
金
／
一
般
会
計
や
特
別
会
計
、
基
金
な
ど
の
会
計
間

で
や
り
と
り
す
る
資
金

【
歳
出
】

■
民
生
費
／
子
ど
も
や
高
齢
者
、
障
が
い
の
あ
る
人
な
ど
福

祉
全
般
の
経
費

■
総
務
費
／
選
挙
や
戸
籍
、
徴
税
、
庁
舎
管
理
な
ど
の
経
費

■
公
債
費
／
市
債
を
返
済
す
る
た
め
の
経
費

■
教
育
費
／
教
育
や
ス
ポ
ー
ツ
振
興
、
文
化
財
保
護
な
ど
の

経
費

■
土
木
費
／
道
路
や
公
園
整
備
、
住
宅
管
理
な
ど
の
経
費

■
農
林
水
産
業
費
／
農
業
や
林
業
振
興
な
ど
の
経
費

■
衛
生
費
／
清
掃
や
保
健
衛
生
な
ど
の
経
費

■
一
般
会
計
／
道
路
整
備
や
ご
み
収
集
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
な
ど
の
事
業
を
行
う
た
め
の
会
計

■
特
別
会
計
／
介
護
保
険
事
業
や
国
民
健
康
保
険
事
業
な

ど
、
特
定
の
収
入
（
保
険
料
や
使
用
料
な
ど
）
で
そ
の
仕

事
を
賄
う
会
計

■
企
業
会
計
／
そ
の
仕
事
自
体
に
収
益（
使
用
料
）が
あ
り
、

そ
の
収
益
で
支
出
を
賄
う
独
立
採
算
性
の
会
計

■
形
式
収
支
・
実
質
収
支
／
形
式
収
支
は
歳
入
決
算
総
額
か

ら
歳
出
決
算
総
額
を
差
し
引
い
た
額
、
実
質
収
支
は
、
こ

の
額
か
ら
翌
年
度
へ
繰
り
越
す
べ
き
財
源
を
控
除
し
た
額

平成26年度一般会計予算（9月補正時点）

用 語 解 説

収　入 支　出
項　目 金　額 割　合 項　目 金　額 割　合

給料（市税など） 68,564円 34.3% 食費（人件費） 28,970円 14.5%
父母からの仕送り（地方交付税） 52,721円 26.4% 医療費、保育料（扶助費） 43,269円 21.6%
パート収入（国・県支出金） 50,504円 25.3% 住宅ローン返済（公債費） 23,382円 11.7%
前月分繰り越し（繰越金） 3,894円 1.9% 光熱水費、日用雑貨など（物件費） 19,585円 9.8%
預貯金の取り崩し（繰入金など） 2,414円 1.2% 預貯金（積立金） 12,080円 6.0%
新たな借入金（市債） 21,903円 10.9% 家の修理、車の購入など（投資的経費など） 40,412円 20.2%

子どもへの仕送りなど（繰出し金・貸付金、補助など） 32,302円 16.2%

平成25年度一般会計決算を、月額20万円の家計に置き換えると

当初予算（765億7,000万円）と比較して、15億3,345万円の増となっています。



82015.1

消
防
団
の
役
割

東
日
本
大
震
災
な
ど
過
去
に
発
生
し

た
災
害
に
お
い
て
、
消
防
団
の
献
身
的

な
活
動
は
、
地
域
住
民
の
信
頼
を
得
て

き
ま
し
た
。

消
防
団
員
は
、
自
分
の
仕
事
を
持
ち

な
が
ら
「
自
分
た
ち
の
地
域
は
自
分
た

ち
で
守
る
」
と
い
う
郷
土
愛
の
精
神
で
、

地
域
防
災
活
動
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活

躍
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

活
動
へ
も
参
加
し
て
い
て
、
地
域
振
興

の
維
持
や
増
進
に
も
中
心
的
な
役
割
を

果
た
し
て
い
ま
す
。

消
防
団
の
活
動

消
防
団
は
、
消
防
組
織
法
に
明
示
さ

れ
た
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
火
災
や

自
然
災
害
が
発
生
し
た
と
き
に
、
消
火

活
動
や
救
助
・
救
援
活
動
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
地
域
の
人
た
ち
の
生
命
と
身

体
を
守
る
た
め
、
有
事
に
備
え
て
さ
ま

ざ
ま
な
訓
練
を
行
っ
た
り
、
防
災
の
た

め
の
啓
発
活
動
な
ど
を
行
っ
た
り
し

て
、
皆
さ
ん
の
生
活
の
安
全
・
安
心
を

守
っ
て
い
ま
す
。

災
害
に
備
え
た
活
動

平
成
23
年
３
月
に
発
生
し
た
東
日
本

大
震
災
で
は
、地
域
住
民
を
守
ろ
う
と
、

水
門
操
作
や
避
難
誘
導
、
捜
索
活
動
な

ど
で
奮
闘
す
る
消
防
団
員
の
姿
が
報
道

さ
れ
ま
し
た
。

災
害
時
に
は
、
危
険
と
隣
り
合
わ
せ

で
活
動
す
る
消
防
団
員
。
ひ
と
た
び
災

害
が
発
生
す
る
と
、
消
防
団
は
、
地
域

の
人
た
ち
に
避
難
を
促
し
た
り
、
消
防

署
な
ど
と
連
携
を
取
り
な
が
ら
、
救
助

や
支
援
な
ど
を
行
い
ま
す
。

消
防
団
で
活
躍
す
る
人
た
ち

現
在
、
都
城
市
消
防
団
に
は
、
１
、

４
３
８
人
が
入
団
し
て
い
て
、
そ
の
う

ち
約
63
・
５
㌫
が
、
会
社
員
や
公
務
員

な
ど
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
す
。
そ
し
て
、

18
歳
か
ら
73
歳
ま
で
の
幅
広
い
年
代
の

人
た
ち
が
所
属
し
て
い
て
、
平
均
年
齢

は
、
41
・
４
歳
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち

が
、
消
防
団
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。

消
防
団
活
動
の
メ
リ
ッ
ト

地
域
の
安
全
・
安
心
に
貢
献
で
き
る

こ
と
に
加
え
て
、
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ

ト
が
あ
り
ま
す
。

● 

幅
広
い
年
代
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の

人
た
ち
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、

世
代
間
の
交
流
が
で
き
る

● 

消
防
活
動
以
外
の
地
域
行
事
な
ど
に

も
参
加
で
き
る
機
会
が
多
い

● 

地
域
の
人
た
ち
と
信
頼
関
係
を
築
く

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
学
校
行
事
や

地
域
行
事
な
ど
に
役
立
つ

あ
な
た
の

あ
な
た
の
勇
気
勇
気
がが

笑
顔
笑
顔
をを
守守
るる
!!!!

近年、大規模かつ複雑化している災害。大規模な火災や地震、
風水害、火山噴火などの災害に対応するには、多くの人の力が
必要です。このような中、地域防災力の根幹を担う消防団の力
は、ますます重要になってきています。
今回は、消防団の役割や活動の意義などについて紹介します。

◎問い合わせ　危機管理課　☎23－2129
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都
城
市
消
防
団
女
性
部

都
城
市
消
防
団
で
は
、
20
人
の
女
性

消
防
団
員
が
女
性
部
を
組
織
し
て
い
ま

す
。
団
員
ら
は
、
１
人
暮
ら
し
の
高
齢

者
宅
を
訪
問
し

た
り
、
保
育
所

や
幼
稚
園
、
福

祉
施
設
な
ど
で

防
災
意
識
を
高

め
る
た
め
の
啓

発
を
行
っ
た
り

し
て
い
ま
す
。

教
え
て
消
防
団

Q 
消
防
団
と
消
防
署
の
違
い
は
？

A 
消
防
署
に
は
常
勤
の
消
防
職
員
が

勤
務
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
消
防
団

は
別
に
仕
事
を
持
っ
た
人
た
ち
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
て
、
団
員
た
ち

は
、
仕
事
と
消
防
団
活
動
を
両
立
し

て
い
ま
す
。

Q 
消
防
団
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
？

A 
災
害
活
動
や
訓
練
に
出
動
し
た
場

合
の
出
動
手
当
（
内
容
に
よ
り
金
額

が
異
な
り
ま
す
）
や
年
額
報
酬
（
数

万
円
程
度
）
が
市
か
ら
支
払
わ
れ
ま

す
。
ま
た
、
一
定
期
間
以
上
勤
務
し

た
場
合
、
退
団
時
に
は
退
職
報
償
金

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

Q 
消
防
団
に
知
っ
て
い
る
人
が
い
な

　
　

い
ん
だ
け
ど
？

A 
消
防
団
は
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
を
持

っ
た
人
た
ち
の
集
団
。
世
代
も
趣
味

も
異
な
り
ま
す
。
し
か
し
、「
入
団

し
て
良
か
っ
た
こ
と
は
何
で
す
か
」

と
の
問
い
に
、「
新
し
い
友
人
が
で

き
た
」
と
答
え
る
人
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
訓
練
や
地
域
と

密
着
し
た
活
動
を
通
し
て
、
人
と
の

つ
な
が
り
が
強
ま
り
、
人
生
の
プ
ラ

ス
に
な
り
ま
す
。

Q 
け
が
を
し
た
と
き
の
保
証
は
？

A 
活
動
中
に
負
傷
し
た
場
合
は
、
公

務
災
害
補
償
を

受
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
で

　

万
一
の
場
合
も

安
心
で
す
。

知人の紹介で入団し、特に不安はあ
りませんでした。私が入団した当時の
女性部は、高齢者宅訪問が活動の中心
でしたが、現在は、保育施設や福祉施
設での啓発なども行っていて、幅広い
世代を対象としています。
慌ただしい日々の中での消防団活動
ですが、私たち女性部の草の根レベル
ともいえる啓発活動で、１人暮らしの
高齢者はもちろん、幼少期から子ども
の防災意識が高まることに誇りを感じています。
地域と、そこに住む皆さんの笑顔を守る消防団として、
これからも活動を続けていきます。

都城市消防団女性部
部長
中原 ゆかりさん

（郡元町）

消防団員として地域のためにがんば
る父親の姿を見ていて、「いつかは消防
団に入ろう」と心に決めていました。
入団 1年目の昨年、消火技術を競う
操法大会に出場しました。不安もあり
ましたが、先輩団員の指導とチームワ
ークで、念願の県大会出場を勝ち取る
ことができました。
消防団は地域に貢献できる一番の場
です。地域の皆さんが安全で安心に暮

らせるように、そして、皆さんから頼られる消防団員を目
指して、これからも仲間と一緒に訓練に励みます。

高城方面隊第1部
団員
若木　郁

ふみ　や

弥さん
（高城町大井手）

消防団は団員の年齢の幅も広く、入団
する際にはためらうかも知れません。そ
のため、災害活動や訓練、地域住民との
ふれあいを通じて、団員間の交流を図り
ながら、若者が入団したいと思うような
環境づくりに取り組んでいます。
若い世代の皆さんには、積極的に入団

して、年代も異なる異業種の人たちとの
付き合いを通じて、消防団活動を人生に
役立ててもらいたいです。

これから、災害対応能力を向上させるための訓練や団員の
装備の充実を図りながら、市民の皆さんの安全と安心を守っ
て行きたいと考えています。

都城市消防団
団長
前原　秀

ひで

洋
ひろ

さん
（平江町）

消防団員で活動してみませんか
市内に居住または勤務している人で、18歳以上の身体強健な
人であれば誰でも入団できます。あなたも消防団に入団して、地
域の人たちと触れ合ったり、協力したりしながら、地域の安全を守
る活動に参加しませんか。いま、あなたの力が求められています。
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市・県民税市・県民税のの

申告申告をを忘れずに忘れずに
申告の受け付けは1月28日㈬～3月18日㈬です。
※12時～13時を除く
申告期間中は全職員が各会場に出向きますので、本庁および各総合支所
窓口での申告受け付けはできません。必ず次の会場で申告してください。
なお、お住まいの地区以外の会場でも申告できます。
※確定申告をする人は、市・県民税の申告は必要ありません
◎問い合わせ　市民税課　☎23-2123

月　日 時　間 地　区 場　所
小
松
原
地
区

2月2日
㈪

9:00～12:00 前田町、平江町、大王町、栄町、北原町、宮丸町、小松原町

コミュニティ
セン タ ー

13:00～16:30 志比田町

姫
城
地
区

2月3日
㈫

9:00～12:00 早鈴町、甲斐元町、西町、都島町、松元町、上町

13:00～16:30 下長飯町、中町、牟田町、八幡町、蔵原町、姫城町

妻
ケ
丘
地
区

2月4日
㈬

9:00～12:00
妻ケ丘町、若葉町、東町、
上東町、中原町、天神町、
菖蒲原町、花繰町

13:00～16:30 上長飯町、一万城町、広原町

祝
吉
地
区

2月5日
㈭

9:00～12:00 郡元町、年見町、郡元一～四丁目、千町、神之山町

13:00～16:30
祝吉一～三丁目、祝吉町、
上川東一～四丁目、早水町、
立野町、下川東一～四丁目

横
市
地
区

3月11日
㈬

9:00～12:00 都原町

13:00～16:30 横市町、南横市町

3月12日
㈭ 9:00～12:00 蓑原町

五
十
市
地
区

3月12日
㈭ 13:00～16:30 鷹尾一～五丁目、南鷹尾町

3月13日
㈮

9:00～12:00 久保原町、五十町、大岩田町

13:00～16:30 平塚町、今町

中
郷
地
区

1月28日
㈬

10:00～12:00 尾平野 石原営農
研 修 館13:00～15:30 石原

2月17日
㈫

9:30～12:00 下安久

中郷地区
市民交流
センター

13:00～16:00 川内、上安久

2月18日
㈬

9:30～12:00 東豊満、西豊満

13:00～16:00 大薗、益貫

2月19日
㈭

9:30～12:00 高野原、女橋

13:00～16:00 大浦、麓

2月20日
㈮

9:30～12:00 雄児石、嫁坂

13:00～16:00 払川、藤田、正応寺

月　日 時　間 地　区 場　所

西
岳
地
区

1月29日
㈭

10:00～12:00 牛之脛 旧夏尾保
育児童館13:00～15:30 馬渡、御池町

1月30日
㈮

10:00～12:00 田野、武床、猪子石 折田代営
農研修館13:00～15:30 折田代、（御池町）

2月9日
㈪

9:30～12:00 高野町、田野の一部 西岳地区
公 民 館
（クラブハウス）13:00～16:00 美川町

庄
内
地
区

2月6日
㈮

9:30～12:00 関之尾町

庄内地区
公 民 館

13:00～16:00 宮島、今屋

2月9日
㈪

9:30～12:00 東区、千草

13:00～16:00 川崎、町区、西区

2月10日
㈫

9:30～12:00 平田、馬場

13:00～16:00 莇、今平、内場、源野

志
和
池
地
区

2月12日
㈭

9:30～12:00 丸谷、巣立、万ヶ塚、寿万寺

志和池地
区公民館

13:00～16:00 薄谷、谷頭

2月13日
㈮

9:30～12:00 下水流2、下水流3、麓

13:00～16:00 下水流１、平原、岩満、崎田

2月16日
㈪

9:30～12:00 上水流中、森田、上水流東

13:00～16:00 上水流西、荒ヶ田、吉行

沖
水
地
区

2月16日
㈪

9:30～12:00 都北町、広瀬

沖水地区
公 民 館

13:00～16:00 吉尾町

2月17日
㈫

9:30～12:00 東高木、上金田

13:00～16:00 西高木

2月18日
㈬

9:30～12:00 太郎坊町

13:00～16:00 下金田、中金田

予
備
日

3月16日
㈪

9:00～12:00
13:00～16:30

予備日 コミュニティ
セ ン タ ー

3月17日
㈫

3月18日
㈬
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平
成
27
年
度

市
民
税
・
県
民
税
の
主
な
改
正
内
容

①
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
延
長
と
拡
充

居
住
年
の
適
用
期
間
が
平
成
29
年
12

月
31
日
ま
で
延
長
さ
れ
、
平
成
26
年
４

月
か
ら
平
成
29
年
12
月
ま
で
に
居
住
し

た
場
合
、
控
除
限
度
額
が
拡
充
さ
れ
ま

す
。

●
控
除
限
度
額

平
成
26
年
３
月
ま
で
に
居
住
し
た
場
合

　

所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
等
の
５

㌫
（
最
高
９
万
７
、５
０
０
円
）

平
成
26
年
４
月
〜
平
成
29
年
12
月
に
居

住
し
た
場
合
（
た
だ
し
、
消
費
税
率
が

８
㌫
ま
た
は
、
10
㌫
の
場
合
に
限
る
）

　

所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
等
の
７

㌫
（
最
高
13
万
６
、５
０
０
円
）

②
上
場
株
式
な
ど
の
配
当
や
譲
渡
所
得

な
ど
に
係
る
軽
減
税
率
の
廃
止

特
例
措
置
と
し
て
適
用
さ
れ
て
い
た

３
㌫
の
軽
減
税
率
が
平
成
25
年
12
月
31

日
で
廃
止
さ
れ
、
５
㌫
の
税
率
が
適
用

さ
れ
ま
す
。（
所
得
税
15
㌫
、
市
民
税

３
㌫
、
県
民
税
２
㌫
）

営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得
の

あ
る
皆
さ
ん

農
業
な
ど
の
事
業
所
得
が
あ
る
人

は
、
必
ず
事
前
に
経
費
の
計
算
を
し
て

か
ら
申
告
会
場
に
来
場
く
だ
さ
い
。
計

算
を
し
て
い
な
い
と
、
計
算
後
に
受
け

付
け
ま
す
の
で
、
順
番
が
前
後
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
平
成
26
年
１

月
１
日
か
ら
、
事
業
所
得
・
不
動
産
所

得
ま
た
は
山
林
所
得
を
生
ず
べ
き
業
務

を
行
っ
て
い
る
全
て
の
人
は
、
記
帳
・

帳
簿
な
ど
の
保
存
が
必
要
で
す
。

都
城
税
務
署
確
定
申
告

●
期
間　

２
月
12
日
㈭
〜
３
月
16
日
㈪

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

●
時
間　

９
時
〜
16
時

●
場
所　

ウ
エ
ル
ネ
ス
交
流
プ
ラ
ザ

※
２
月
12
日
㈭
、
13
日
㈮
は
年
金
・
給

与
所
得
者
が
対
象
に
な
り
ま
す

※
税
務
署
内
に
は
、
確
定
申
告
会
場
は

開
設
し
ま
せ
ん

確
定
申
告
書
の
作
成

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
る
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
は
、
画
面
案
内
に
従
っ
て
金

額
な
ど
を
入
力
す
る
こ
と
で
、
所
得
税

や
復
興
特
別
所
得
税
、
消
費
税
、
地
方

消
費
税
、
贈
与
税
な
ど
の
確
定
申
告
書

を
作
成
で
き
ま
す
。

https://w
w
w
.keisan.nta.go.jp/

h25/ta_top.htm

◎
問
い
合
わ
せ

都
城
税
務
署　

☎
22

－

４
３
７
７

（
自
動
音
声
案
内
）　

月　日 時　間 地　区 場　所

山
之
口
地
区

1月28日
㈬

9:30～11:00 永野 永野営農
研 修 館

13:00～15:30 青井岳 青井岳営
農研修館

2月10日
㈫

 9:30～12:00 正近、乗平、六十田、田原、下平

山之口地
区公民館

13:00～16:00 桑原１～３、中原、富吉団地

2月12日
㈭

 9:30～12:00 東、原田、飯起、野上、五反田

13:00～16:00 榎木、上森、麓１～４区

2月13日
㈮

 9:30～12:00 街区１～５、向原東、西向原１～３

13:00～16:00 西向原５～１０、川内、前方

月　日 時　間 地　区 場　所

山
田
地
区

2月23日
㈪

 9:30～12:00 牛谷、万ヶ塚、石風呂、上椎屋、平山

山田総合
センター

13:00～16:00 竹脇、大古川、脇之馬場、田中

2月24日
㈫

 9:30～12:00 瀬茅、毘砂丸、修行

13:00～16:00 長谷、谷１、２、和田上

2月25日
㈬

 9:30～12:00 古江、山内１、山内２

13:00～16:00 谷３、５、６、７、８、９

2月26日
㈭

 9:30～12:00 北田、池之原、浜之段、上是、下是

13:00～16:00 西栫、瀬之口、百原、中村、倉平

月　日 時　間 地　区 場　所

高
城
地
区

2月19日
㈭

 9:30～12:00 第15・18・19自治公民館

高城農村
環境改善
センター

13:00～16:00 第12・新第19第20自治公民館

2月20日
㈮

 9:30～12:00 第13・14自治公民館

13:00～16:00 第16・17自治公民館

2月27日
㈮

 9:30～12:00 第１自治公民館

高 城
生涯学習
センター

13:00～16:00 第２・６自治公民館

3月2日
㈪

 9:30～12:00 第７・８自治公民館

13:00～16:00 第９・10自治公民館

3月3日
㈫

 9:30～12:00 第３・11自治公民館

13:00～16:00 第４・５自治公民館

月　日 時　間 地　区 場　所

高
崎
地
区

2月6日
㈮

10:00～12:00 竹元、崎山 笛 水
小中学校
クラブハウス13:00～15:30 椎屋、後平

3月4日
㈬

 9:30～12:00 上新田、鍋、旭

高 崎
福祉保健
センター

13:00～16:00 栢木、田平、中央団地、牟礼水流、荒場

3月5日
㈭

 9:30～12:00 横谷、共和

13:00～16:00 三和、蔵元、高坂

3月6日
㈮

 9:30～12:00 谷川、町倉、栗巣、杉倉

13:00～16:00 割付、迫間、山神原、野平、上勢西

3月9日
㈪

 9:30～12:00 温水、炭床、新生

13:00～16:00 吉村、原村、下新田

3月10日
㈫

 9:30～12:00 田中、権堀、松ヶ水流、東

13:00～16:00 小牧、轟、鵜戸、塚原、木下


